
　令和 7 年 11 月 19 日、丹波市はこども家庭庁が掲げる「こどもま
んなか」の趣旨に賛同し、「こどもまんなか応援サポーター」に参加
することを宣言しました。
　すべてのこどもたちがかけがえのない存在として大切にされ、安心
して成長し、自分らしく未来を描ける社会の実現をめざします。

丹波市が取り組む「こどもまんなかアクション」
　「こどもまんなか社会」の実現に向け、新たに次の事業に取り組みます。

詳しくはこちらをチェック！ ⇒

　こどもや若者が自分の意見を自由に発信できる環境を
作り、彼らの声を地域社会や行政の施策に活かしていく
ための仕組みを整えていきます。

　こどもや若者の意見をしっかりと聴き、施策に反映さ
せていくための窓口として、市のホームページ内にこど
もたちからの意見聴取やその結果を一元的にまとめた
「こどもの声ひろば」を開設します。
　また、こどもや若者が自分の考えやアイデ
アを投稿できる「いけんポスト」を開設し、
いつでも、気軽に、自分の意見を投稿できる
環境を提供します。

取組内容
取組内容

アクション２

応援サポーターを宣言しました！

　市内の事業所、団体、個人の皆様に「こどもまんなか
応援サポーター」への参加を呼びかけ、地域全体でこど
もたちの最善の利益を守る活動の輪を広げることで、市
全体で「こどもまんなか」の意識を高めていきます。

　こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか」の趣旨に
賛同し、「こどもまんなか応援サポーター」として、「こ
どもまんなかアクション」に取り組む市内事業者等の
取組事例を募集し、市ホームページ等の広報媒体で広
く紹介します。また、取組事例を報告いただ
いた事業者等には、丹波市オリジナルのプレ
ート等を贈呈します。

アクション１

　すべてのこどもたちが幸せに暮らせるように、常
にこどもたちの今とこれからにとって最もよいこと
は何かを考え、社会全体で支えていくという「こど
もまんなか」の趣旨に賛同し、自らもこどもまんな
かアクションに取り組んでいただける個人、団体、
企業、自治体等を「こどもまんなか応援サポーター」
と呼びます。

応援サポーターとは？

　こどもや子育て中の方々が気兼ねなく様々な制度や

サービスを利用できるよう、地域社会、企業など様々

な場で、年齢、性別を問わず、全ての人がこどもや子

育て中の方々を応援する、社会全体の意識改革を後押

しする取組です。

アクションとは？
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問こども福祉課（ミルネ内）☎ 88-5750
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